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(57)【要約】
【課題】屋外において、塩害による金属腐食劣化を監視
して正確に予測できるようにする。
【解決手段】対象となる環境に配置されて対象とする金
属から構成された同形状の第１試料１０１および第２試
料１０２と、環境における風を取り込む第１取り込み口
１３１および取り込んだ風を第１試料１０１の表面に供
給する第１供給口１３２を備える第１導入部１０３と、
上記風を取り込む第２取り込み口１４１および取り込ん
だ風を第２試料１０２の表面に供給する第２供給口１４
２を備える第２導入部１０４と、第１試料１０１および
第２試料１０２の電気抵抗を同じ条件で各々測定するこ
とで第１試料１０１および第２試料１０２の腐食深度を
各々測定する腐食深度測定部１０５と、環境に配置され
る金属の腐食による劣化時期を予測する腐食予測部１０
６を備える。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　対象となる環境に配置されて対象とする金属から構成された同形状の第１試料および第
２試料と、
　前記環境における風を取り込む第１取り込み口および取り込んだ風を前記第１試料の表
面に供給する第１供給口を備える第１導入手段と、
　前記風を取り込む第２取り込み口および取り込んだ風を前記第２試料の表面に供給する
第２供給口を備える第２導入手段と、
　前記第１試料および前記第２試料の電気抵抗を同じ条件で各々測定することで前記第１
試料および前記第２試料の腐食深度を各々測定する腐食深度測定手段と、
　測定される前記第１試料の腐食深度が設定されている閾値に到達する第１時間、測定さ
れる前記第２試料の腐食深度が前記閾値に到達する第２時間、前記第１取り込み口の開口
面積と前記第１供給口の開口面積との比、および前記第２取り込み口の開口面積と前記第
２供給口の開口面積との比の関係から、前記環境に配置される前記金属の腐食による劣化
時期を予測する腐食予測手段と
　を少なくとも備え、
　前記第１取り込み口の開口面積は、前記第１供給口の開口面積より広く形成され、前記
第２取り込み口の開口面積は、前記第２供給口の開口面積より広く形成され、前記第２取
り込み口の開口面積は、前記第１取り込み口の開口面積より広く形成されていることを特
徴とする塩害予測装置。
【請求項２】
　請求項１記載の塩害予測装置において、
　前記第１取り込み口の開口面積は、前記第１供給口の開口面積のｎ倍（ｎは２以上の自
然数）に形成され、
　前記第２取り込み口の開口面積は、前記第２供給口の開口面積のｎ2倍に形成されてい
る
　ことを特徴とする塩害予測装置。
【請求項３】
　請求項１または２記載の塩害予測装置において、
　前記第１供給口の開口面積と前記第２供給口の開口面積とは、同じ面積とされているこ
とを特徴とする塩害予測装置。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか１項に記載の塩害予測装置において、
　前記第１取り込み口および前記第２取り込み口は、同じ方向を向いていることを特徴と
する塩害予測装置。
【請求項５】
　請求項４記載の塩害予測装置において、
　前記第１取り込み口および前記第２取り込み口は、風上に向いていることを特徴とする
塩害予測装置。
【請求項６】
　対象とする金属から構成された同形状の第１試料および第２試料を対象となる環境に配
置する第１ステップと、
　前記環境における風を取り込む第１取り込み口および取り込んだ風を供給する第１供給
口を備える第１導入手段を用いて前記第１供給口より前記風を前記第１試料に供給し、前
記風を取り込む第２取り込み口および取り込んだ風を供給する第２供給口を備える第２導
入手段を用いて前記第２供給口より前記風を前記第２試料に供給する第２ステップと、
　前記第１試料および前記第２試料の電気抵抗を同じ条件で各々測定することで前記第１
試料および前記第２試料の腐食深度を各々測定する第３ステップと、
　前記第１試料の腐食深度が設定されている閾値に到達する第１時間、前記第２試料の腐
食深度が前記閾値に到達する第２時間、前記第１取り込み口の開口面積と前記第１供給口
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の開口面積との比、および前記第２取り込み口の開口面積と前記第２供給口の開口面積と
の比の関係から、前記環境に配置される前記金属の腐食による劣化時期を予測する第４ス
テップと
　を少なくとも備え、
　前記第１取り込み口の開口面積は、前記第１供給口の開口面積より広く形成し、前記第
２取り込み口の開口面積は、前記第２供給口の開口面積より広く形成し、前記第２取り込
み口の開口面積は、前記第１取り込み口の開口面積より広く形成することを特徴とする塩
害予測方法。
【請求項７】
　請求項６記載の塩害予測方法において、
　前記第１取り込み口の開口面積は、前記第１供給口の開口面積のｎ倍（ｎは２以上の自
然数）とし、
　前記第２取り込み口の開口面積は、前記第２供給口の開口面積のｎ2倍とすることを特
徴とする塩害予測方法。
【請求項８】
　請求項６または７記載の塩害予測方法において、
　前記第１供給口の開口面積と前記第２供給口の開口面積とは、同じ面積とすることを特
徴とする塩害予測方法。
【請求項９】
　請求項６～８のいずれか１項に記載の塩害予測方法において、
　前記第１取り込み口および前記第２取り込み口は、同じ方向に向かせることを特徴とす
る塩害予測方法。
【請求項１０】
　請求項９記載の塩害予測方法において、
　前記第１取り込み口および前記第２取り込み口は、風上に向かせることを特徴とする塩
害予測方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、風により飛散する海塩粒子などによる金属部材を腐食させる塩害を予測する
塩害予測装置および方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　塩化物成分が原因とされる、いわゆる「塩害」には様々な種類がある。例えば、電気的
絶縁部材として碍子が使用されている屋外高圧配電線における塩害がある。海岸に近い地
域では海風によって海塩粒子が運ばれ、碍子表面に塩分が付着して結露などの水分の供給
によって表面漏洩電流が流れ、最終的には表面閃絡が生じて放電発光し、配電機材に劣化
を及ぼすことが知られている。
【０００３】
　上述した「放電」による問題とは別に、塩化物成分は金属の「腐食」劣化を加速するこ
とが知られており、上記のような電力線に限らず、通信線および電柱における金属部材が
海塩粒子と水分によって腐食劣化し、例えば、柱上機材の落下や電線の落下などの原因と
なる。
【０００４】
　前述した碍子上の放電問題に対しては、柱上にパイロット（参照）碍子と放電検出器、
風向風速計、雨量計、湿度計を設置して塩害警報を発する塩害監視システムが提案されて
いる（特許文献１参照）。また、同じく碍子上の放電問題の発生防止を目的として、光導
波路の透過光損失から、碍子上の付着物質（塩化物成分）量を計測する塩害監視システム
が提案されている（特許文献２参照）。
【０００５】
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　一方、金属の腐食に関しては、金属試料に光照射した反射光量、および金属試料の顕微
鏡画像の２値画像によって腐食の程度を監視する技術が提案されている（特許文献３参照
）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００８－１７７０６２号公報
【特許文献２】特開平０９－２１８１５０号公報
【特許文献３】特許第３３４３５１７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、上述した金属の腐食を監視する方法は、光学的な検出を行うため、屋内
の機械室などの海塩粒子調査に適した方法であり、太陽光のある屋外には向かない。また
、画像による明暗や濃淡分布による評価のため、金属試料の深さ方向の評価が行えない。
このため、上述した方法では、実際の腐食量との定量性が明確でない。このように、従来
では、屋外で塩害による金属腐食劣化を監視し、正確に予測することが容易ではないとい
う問題がある。
【０００８】
　本発明は、以上のような問題点を解消するためになされたものであり、屋外において、
塩害による金属腐食劣化を監視して正確に予測できるようにすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明に係る塩害予測装置は、対象となる環境に配置されて対象とする金属から構成さ
れた同形状の第１試料および第２試料と、環境における風を取り込む第１取り込み口およ
び取り込んだ風を第１試料の表面に供給する第１供給口を備える第１導入手段と、風を取
り込む第２取り込み口および取り込んだ風を第２試料の表面に供給する第２供給口を備え
る第２導入手段と、第１試料および第２試料の電気抵抗を同じ条件で各々測定することで
第１試料および第２試料の腐食深度を各々測定する腐食深度測定手段と、測定される第１
試料の腐食深度が設定されている閾値に到達する第１時間、測定される第２試料の腐食深
度が閾値に到達する第２時間、第１取り込み口の開口面積と第１供給口の開口面積との比
、および第２取り込み口の開口面積と第２供給口の開口面積との比の関係から、環境に配
置される金属の腐食による劣化時期を予測する腐食予測手段とを少なくとも備え、第１取
り込み口の開口面積は、第１供給口の開口面積より広く形成され、第２取り込み口の開口
面積は、第２供給口の開口面積より広く形成され、第２取り込み口の開口面積は、第１取
り込み口の開口面積より広く形成されている。
【００１０】
　上記塩害予測装置において、第１取り込み口の開口面積は、第１供給口の開口面積のｎ
倍（ｎは２以上の自然数）に形成され、第２取り込み口の開口面積は、第２供給口の開口
面積のｎ2倍に形成されていればよい。また、第１供給口の開口面積と第２供給口の開口
面積とは、同じ面積とされていてもよい。また、第１取り込み口および第２取り込み口は
、同じ方向を向いていればよい。また、第１取り込み口および第２取り込み口は、風上に
向いているとよい。
【００１１】
　本発明に係る塩害予測装方法は、対象とする金属から構成された同形状の第１試料およ
び第２試料を対象となる環境に配置する第１ステップと、環境における風を取り込む第１
取り込み口および取り込んだ風を供給する第１供給口を備える第１導入手段を用いて第１
供給口より風を第１試料に供給し、風を取り込む第２取り込み口および取り込んだ風を供
給する第２供給口を備える第２導入手段を用いて第２供給口より風を第２試料に供給する
第２ステップと、第１試料および第２試料の電気抵抗を同じ条件で各々測定することで第
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１試料および第２試料の腐食深度を各々測定する第３ステップと、第１試料の腐食深度が
設定されている閾値に到達する第１時間、第２試料の腐食深度が閾値に到達する第２時間
、第１取り込み口の開口面積と第１供給口の開口面積との比、および第２取り込み口の開
口面積と第２供給口の開口面積との比の関係から、環境に配置される金属の腐食による劣
化時期を予測する第４ステップとを少なくとも備え、第１取り込み口の開口面積は、第１
供給口の開口面積より広く形成し、第２取り込み口の開口面積は、第２供給口の開口面積
より広く形成し、第２取り込み口の開口面積は、第１取り込み口の開口面積より広く形成
する。
【００１２】
　上記塩害予測方法において、第１取り込み口の開口面積は、第１供給口の開口面積のｎ
倍（ｎは２以上の自然数）とし、第２取り込み口の開口面積は、第２供給口の開口面積の
ｎ2倍とすればよい。また、第１供給口の開口面積と第２供給口の開口面積とは、同じ面
積とするとよい。また、第１取り込み口および第２取り込み口は、同じ方向に向かせると
よい。また、第１取り込み口および第２取り込み口は、風上に向かせるとよい。
【発明の効果】
【００１３】
　以上説明したように、本発明によれば、第１導入手段および第２導入手段を用い、第１
試料および第２試料により多くの空気を供給するようにしたので、屋外において、塩害に
よる金属腐食劣化を監視して正確に予測できるようになるという優れた効果が得られる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】図１は、本発明の実施の形態における塩害予測装置の構成を示す構成図である。
【図２】図２は、本発明の実施の形態における塩害予測装置の動作を説明するためのフロ
ーチャートである。
【図３】図３は、塩害予測装置の設置例を示す構成図である。
【図４】図４は、腐食予測部１０６の構成を示す構成図である。
【図５】図５は、電気抵抗と腐食との関係を示す特性図である。
【図６】図６は、導入部の効果を説明するための説明図である。
【図７】図７は、導入部の各寸法の１例を示す説明図である。
【図８】図８は、時間の経過とともに進行する腐食深度の変化を示す特性図である。
【図９】図９は、本発明の実施の形態における塩害予測装置の他の構成を示す構成図であ
る。
【図１０】図１０は、本実施の形態における塩害予測装置のより詳しい動作（塩害予測方
法）について説明するフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、本発明の実施の形態について図を参照して説明する。図１は、本発明の実施の形
態における塩害予測装置の構成を示す構成図である。この装置は、まず、対象となる環境
に配置されて対象とする金属から構成された同形状の第１試料１０１および第２試料１０
２と、環境における風を取り込む第１取り込み口１３１および取り込んだ風を第１試料１
０１の表面に供給する第１供給口１３２を備える第１導入部１０３と、上記風を取り込む
第２取り込み口１４１および取り込んだ風を第２試料１０２の表面に供給する第２供給口
１４２を備える第２導入部１０４とを備える。第１導入部１０３および第２導入部１０４
は、いわゆる絞り管である。第１導入部１０３および第２導入部１０４は、各々の取り込
み口が、同じ方向を向いて配置されていればよい。
【００１６】
　また、本装置は、第１試料１０１および第２試料１０２の電気抵抗を同じ条件で各々測
定することで第１試料１０１および第２試料１０２の腐食深度を各々測定する腐食深度測
定部１０５を備える。
【００１７】
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　また、本装置は、腐食深度測定部１０５に測定される第１試料１０１の腐食深度が設定
されている閾値に到達する第１時間、測定される第２試料１０２の腐食深度が閾値に到達
する第２時間、第１取り込み口１３１の開口面積と第１供給口１３２の開口面積との比、
および第２取り込み口１４１の開口面積と第２供給口１４２の開口面積との比の関係から
、環境に配置される金属の腐食による劣化時期を予測する腐食予測部１０６を備える。
【００１８】
　ここで、第１取り込み口１３１の開口面積は、第１供給口１３２の開口面積より広く形
成され、第２取り込み口１４１の開口面積は、第２供給口１４２の開口面積より広く形成
され、第２取り込み口１４１の開口面積は、第１取り込み口１３１の開口面積より広く形
成されている。従って、第１導入部１０３および第２導入部１０４は、各々絞り量が異な
る絞り管である。
【００１９】
　次に、上述した塩害予測装置の動作（塩害予測方法）について、図２のフローチャート
を用いて説明する。まず、ステップＳ２０１で、第１試料１０１および第２試料１０２を
対象となる環境に配置する。次に、ステップＳ２０２で、第１導入部１０３を用いて第１
供給口１３２より上記環境における風を第１試料１０１に供給し、同時に、第２導入部１
０４を用いて第２供給口１４２より上記風を第２試料１０２に供給する。
【００２０】
　次に、ステップＳ２０３で、腐食深度測定部１０５が、第１試料１０１および第２試料
１０２の電気抵抗を同じ条件で各々測定することで第１試料１０１および第２試料１０２
の腐食深度を各々測定する。
【００２１】
　次に、腐食予測部１０６が、第１試料１０１の腐食深度が設定されている閾値に到達す
る第１時間、第２試料１０２の腐食深度が閾値に到達する第２時間、第１取り込み口の開
口面積と第１供給口１３２の開口面積との比、および第２取り込み口の開口面積と第２供
給口１４２の開口面積との比の関係から、環境に配置される金属の腐食による劣化時期を
予測する。
【００２２】
　ここで、第１試料１０１および第２試料１０２は、電柱などにおいて実際に使用されて
いる金属（銅など）から構成し、例えば、線状（円柱形）などの規定の大きさ（太さおよ
び長さ）にした金属片として用いればよい。例えば、直径１ｍｍおよび長さ５ｃｍ程度と
すればよい。第１試料１０１および第２試料１０２は、腐食の激しい環境で使用した場合
には、より速く消耗するため、交換可能なアダプター形式にしておくとよい。例えば、よ
く用いられているヒューズなどの形状としておけばよい。
【００２３】
　腐食深度測定部１０５は、定期的に第１試料１０１および第２試料１０２に電圧を印加
し、電気抵抗を測定することによって腐食の深度を計測する。電気抵抗と腐食深度の関係
は予め第１試料１０１および第２試料１０２を用いて定量化しておく。また、新規に第１
試料１０１および第２試料１０２を交換する毎に、計測した電気抵抗と腐食深度の関係を
記憶しておく。
【００２４】
　腐食予測部１０６は、故障などが発生する段階まで腐食が進行している状態の腐食深度
（電気抵抗）の閾値が設定されており、この閾値との比較により腐食深度測定部１０５に
よる計測値を評価する。
【００２５】
　また、腐食予測部１０６は、第１試料１０１の腐食深度が閾値を越えた時刻ＴAと、第
２試料１０２の腐食深度がある閾値を越えた時刻ＴBとの関係式から、対象となる金属か
ら構成されている実用部材の劣化時期を算出する。
【００２６】
　塩害予測装置は、金属部材を含む運用設備の新規設置時に、同時に付属させて設置する
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。例えば、図３に示すように、塩害予測装置３０１を、対象とする金属部材が用いられて
いる電柱３０２に設置して用いればよい。また、複数の塩害予測装置を用い、同一環境と
思われるエリア３１１毎に代表として１箇所に、所定の間隔で設置してもよい。また、各
エリア３１１より得られる劣化時期（保守期限）を、管理センタ３２０に発信するように
してもよい。
【００２７】
　以下、劣化時期の予測について、より詳細に説明する。第１導入部１０３および第２導
入部１０４は、実利用環境における海風を捕集し、この流れを絞ることにより流速を増加
させ、より多くの空気を第１試料１０１および第２試料１０２に供給することを目的とし
ている。海風は腐食進行の主要な要因であり、金属部材はより多くの海風に当たる（晒さ
れる）ほど腐食が進行する。
【００２８】
　第１導入部１０３および第２導入部１０４を用いることで、測定を行う環境において実
際に用いられている金属部材よりも、第１試料１０１および第２試料１０２により多くの
海風が供給されるため、金属部材よりも先に第１試料１０１および第２試料１０２の腐食
が進行する。
【００２９】
　例えば、第１導入部１０３は、第１供給口１３２と第１取り込み口１３１の面積比が１
：ｎであり、第２導入部１０４は、第２供給口１４２と第２取り込み口１４１の面積比が
１：ｎ2であればよい。これ以外については、第１導入部１０３および第２導入部は同じ
構成とする。
【００３０】
　この場合、理論的には、第１導入部１０３の第１試料１０１は、導入部を用いていない
実環境の金属部材よりも１次近似としてｎ倍速く腐食が進行し、第２導入部１０４の第２
試料１０２は、導入部を用いていない実環境の金属部材よりも１次近似としてｎ2倍速く
腐食が進行することになる。ただし、厳密には、ｎの実効倍率が不明であるため、第１試
料１０１の劣化時期（ＴA）のみから、実際に用いられている金属部材の劣化時期（ＴX）
を正確に予測することができない。
【００３１】
　これに対し、第１試料１０１の劣化時期に加え、第２試料１０２の劣化時期（ＴB）を
測定（算出）し、両者の劣化時期（劣化速度）の比（倍率）を求めることによって、実際
に用いられている金属部材の劣化時期（ＴX）を正確に予測することが可能となる。
【００３２】
　上述したように、導入部を用いているため、実際に用いられている金属部材の劣化より
も先に、第１試料１０１および第２試料１０２の方が早く劣化する。また、取り込み口が
より大きい第２導入部１０４による第２試料１０２の方が、第１試料１０１より早く劣化
する。従って、第２試料１０２の劣化時期（ＴB）と第１試料１０１の劣化時期（ＴA）を
、順次に測定（検出）し、「ＴA／ＴX＝ＴB／ＴA・・・（１）」の関係式から、金属部材
の劣化時期（ＴX）を正確に予測することができる。このように、本実施の形態によれば
、屋外において、塩害による金属腐食劣化を監視して正確に予測できるようになる。これ
によって、故障発生の前に事前に金属部材を交換するなどの保守対策を実施することがで
き、故障などを未然に回避することができる。
【００３３】
［実施例］
　以下、実施例を用いてより詳細に説明する。
【００３４】
　はじめに、本装置の設置について説明する。本実施の形態における塩害予測装置は、前
述したように、電柱などの腐食を検知したい金属部材の近傍に設置する。第１導入部１０
３および第２導入部１０４は、海風を効率よく収集するように、各々の取り込み口を同じ
海岸方向（風が吹いてくる方向：風上）に向けて設置する。また、装置には電源および通
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信線が接続されている。例えば、所定の間隔で各地に設置された複数の塩害予測装置は、
ネットワークを介して管理センタと通信可能とされていてもよい。
【００３５】
　次に、腐食予測部１０６について、図４を用いてより詳細に説明する。図４は、腐食予
測部１０６の構成を示す構成図である。腐食予測部１０６は、腐食データ蓄積部１６１，
腐食判定部１６２，保守時期算定部１６３，データ送信部１６４，機能制御部１６５を備
えている。
【００３６】
　腐食データ蓄積部１６１は、腐食深度測定部１０５が測定した第１試料１０１および第
２試料１０２の腐食深度を蓄積する。
【００３７】
　腐食判定部１６２は、腐食データ蓄積部１６１に記憶された各腐食深度と、予め設定さ
れている閾値とを比較して劣化状態を判定する。
【００３８】
　保守時期算定部１６３は、腐食判定部１６２が劣化を判定した第１試料１０１の劣化時
期および第２試料１０２の劣化時期と、第１取り込み口１３１の開口面積と第１供給口１
３２の開口面積との比、および第２取り込み口１４１の開口面積と第２供給口１４２の開
口面積との比の関係とから、実際に用いられている金属部材（実用部材）の劣化時期を算
出する。
【００３９】
　データ送信部１６４は、保守時期算定部１６３が算出した保守期限（部材劣化時期）を
、設定されている発信先に発信する。また、機能制御部１６５は、上述した各部の機能を
制御する。
【００４０】
　ここで、腐食深度測定部１０５について説明する。腐食深度測定部１０５は、定期的に
第１試料１０１および第２試料１０２に電圧を印加し、電気抵抗を測定することによって
腐食の深度を計測する。
【００４１】
　一般に、大気環境中におかれている金属は、年月の経過とともに表面から腐食する。ま
た、線状金属の両端に電圧を印加して電気抵抗を測定すると、腐食部分には電気が流れな
くなるため、抵抗が増加する。この関係を図５に示す。図５は、電気抵抗と腐食との関係
を示す特性図である。円柱形状の金属線の場合、表面の腐食深度（肉厚径）と電気抵抗の
関係は、図５に示すような減少関係になる。抵抗値の増加から（平均的な）腐食深度が計
測できる。電気抵抗と腐食深度の関係は、予め第１試料１０１および第２試料１０２を用
いて測定することで、定量化しておけばよい。
【００４２】
　腐食データ蓄積部１６１は、腐食深度測定部１０５による毎回の計測データ（腐食深度
）を蓄積する。例えば、腐食深度測定部１０５が、毎日１回定刻に計測し、この計測結果
が、腐食データ蓄積部１６１に記憶される。
【００４３】
　腐食予測部１０６では、故障などが発生する腐食の進行状態に対応する腐食深度を閾値
として記憶してあり、腐食判定部１６２において、閾値と計測された腐食深度とを比較す
ることで、劣化状態を判定する。例えば、閾値として１００μｍが設定されている場合、
測定された腐食深度が１００μｍを超えた時点で、腐食判定部１６２は、測定された試料
が劣化状態であると判定（評価）する。
【００４４】
　保守時期算定部１６３は、第１試料１０１の腐食深度がある閾値を越えた（劣化状態と
判断された）時刻ＴAと、第２試料１０２の腐食深度がある閾値を越えた（劣化状態と判
断された）時刻ＴBとの関係から、実用部材の劣化時期を算出する。保守時期算定部１６
３は、第１試料１０１および第２試料１０２の両方の腐食深度が閾値に達すると、実用部
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材の劣化時期を算出する。このように、保守時期算定部１６３が実用部材の劣化時期を算
出すると、データ送信部１６４は、算出された保守期限（劣化時期）を管理センタ（不図
示）に発信する。
【００４５】
　次に、第１導入部１０３および第２導入部１０４について、より詳細に説明する。第１
試料１０１および第２試料１０２を、このまま現場環境にて自然放置して腐食を監視した
場合には、劣化状態を検知しても、検知した時点では、既に実利用金属部材も劣化状態と
なっており、破損などの問題が発生している場合がある。場合によっては、第１試料１０
１および第２試料１０２よりも、実利用金属部材の方が早く腐食が進行し、劣化状態が検
知される前に、破損などの問題が発生する場合もある。
【００４６】
　金属は大気中にて年月が経過すると表面から腐食するが、海岸に近い地域では、既に腐
食している箇所に塩分が付着しやすい状態であり、腐食を加速する環境となっている。海
風は、腐食進行の主要な要因であり、金属部材は海風に当たる量が多いほど腐食がより早
く進行する。
【００４７】
　第１導入部１０３および第２導入部１０４は、実利用環境において、より多くの海風を
集中的に第１試料１０１および第２試料１０２に供給することを目的としたものである。
図６の（ａ）に示すように、導入部などを用いずに自然放置としている試料６０１では、
配置している自然環境に応じた速度で腐食が進行する。これに対し、図６の（ｂ）に示す
ように、導入部６０３を用いることで、導入部６０３の取り込み口の開口の大きさに応じ
た風を集めて試料６０２に供給できるので、導入部６０３がない試料６０１に比較して、
より速く腐食が進行する。
【００４８】
　以下、第１導入部１０３および第２導入部１０４の各寸法の例について説明する。例え
ば、図７の（ａ）に示すように、第１導入部１０３は、第１供給口１３２と第１取り込み
口１３１との直径比を１：２とすればよい。この場合、面積比は、１：４（ｎ＝４）とな
る。また、図７の（ｂ）に示すように、第２導入部１０４は、第２供給口１４２と第２取
り込み口１４１の直径比を１：４とすればよい。この場合、面積比は、１：１６（ｎ2＝
１６）となる。このような各寸法とした第１導入部１０３および第２導入部１０４を、組
み合わせて構成すればよい。以上のように、第１供給口１３２と第２供給口１４２との開
口面積を同一とすることで、後述する劣化時期の算出計算を簡略化することができる。
【００４９】
　第１導入部１０３の第１供給口１３２と第１取り込み口１３１の直径比は、上述した１
：２に限らず、１：３としてもよい。この場合、面積比は、１：９（ｎ＝９）となる。こ
れに対応し、第２導入部１０４の第２供給口１４２と第２取り込み口１４１の直径比は１
：９とすればよい。この場合、面積比は１：８１（ｎ2＝８１）となる。
【００５０】
　次に、腐食速度に対する第１導入部１０３の第１供給口１３２の効果を図８に示す。図
８は、時間の経過とともに進行する腐食深度の変化を示す特性図である。
【００５１】
　まず、上述したように、第１供給口１３２と第１取り込み口１３１との面積比を１：４
とした場合、第１導入部１０３を用いた第１試料１０１の変化は、導入部を用いていない
実環境の場合の変化よりも、理論的には、１次近似として４倍速く腐食が進む。また、上
述したように、第２供給口１４２と第２取り込み口１４１との面積比を１：１６とした場
合、第２導入部１０４を用いた第２試料１０２の変化は、導入部を用いていない実環境の
場合の変化よりも、理論的には、１次近似として１６倍速く腐食が進む。
【００５２】
　しかしながら、実際には、各導入部による腐食速度の増加作用は、理論値ほどにはなら
ず、例えば、第１試料１０１の腐食状態が閾値腐食深度（閾値腐食厚）に到達する化時期
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（ＴA）は、実環境の劣化時期（ＴX）の１／４よりも遅いものとなる。従って、第１試料
１０１の劣化時期（ＴA）のみでは、実用部材の劣化時期（ＴX）を正確に予測することは
できない。
【００５３】
　ここで、第１導入部１０３による実環境に対する腐食増加効果（倍率）をαとすると、
第１試料１０１の劣化時期（ＴA）と実用部材の劣化時期（ＴX）との関係は、「ＴA／ＴX

＝α・・・（２）」と示すことができる。
【００５４】
　一方、第２導入部１０４による第１導入部１０３対する腐食増加効果（倍率）もαとす
ることができるので、第２試料１０２の劣化時期（ＴB）と第１試料１０１の劣化時期（
ＴA）との関係は、「ＴB／ＴA＝α・・・（３）」となる。
【００５５】
　これらのことより、式（２）および式（３）から、「ＴA／ＴX＝ＴB／ＴA・・・（１）
」が得られる。
【００５６】
　このように、第１導入部１０３を用いた第１試料１０１の劣化時期（ＴA）、および第
２導入部１０４を用いた第２試料１０２の劣化時期（ＴB）を観測することによって、導
入部による腐食増加効果を求めることができる。
【００５７】
　また、第１導入部１０３を用いた第１試料１０１の劣化時期（ＴA）、および第２導入
部１０４を用いた第２試料１０２の劣化時期（ＴB）により、「ＴX＝（ＴA）

2／ＴB・・
・（４）」から、実用部材の劣化時期（ＴX）を正確に予測することができる。これによ
って、故障発生の前に事前に金属部材を交換するなどの保守対策を実施し、故障を未然に
回避することができる。
【００５８】
　ところで、第１導入部１０３および第２導入部１０４は、各々の取り込み口を、例えば
、海岸方向に向けて設置しているが、風向きは常に一定であるとは限らない。これに対し
、取り込み口の面積比が異なる２つの導入部を用いることによって、導入部の物理的形状
に由来する海風の収集効果の非線形性を全体として相殺し、風向きの影響を受けにくいも
のとしている。しかしながら、例えば、導入部の取り込み口から供給口に向かう取り込み
方向に対し、側方からの風向の風に対しては、十分に取り込みが行えず、逆に遮蔽効果が
現れる可能性がある。
【００５９】
　このような状態を回避するために、導入部の取り込み方向が、自動的に風向きに沿うよ
うに変位可能とすることが考えられる。例えば、図９に示すように、軸受け９０１に軸支
された支柱９０２と支柱９０２に連結棒９０３で連結された垂直尾翼９０４とを備える風
向器に、塩害予測装置を設置すればよい。なお、塩害予測装置は、第１試料１０１，第２
試料１０２，第１導入部１０３，第２導入部１０４，腐食深度測定部１０５，および腐食
予測部１０６を備える。第１導入部１０３，第２導入部１０４は、各々の取り込み方向を
、連結棒９０３および垂直尾翼９０４が延在する方向に一致させる。
【００６０】
　このようにすることで、垂直尾翼９０４の動きに各導入部の取り込み口が連動するよう
になり、風を受けた垂直尾翼９０４の動きにより、各導入部の取り込み口が、風上を向く
ようになる。この結果、風向きが変化しても、各導入部により効率よく試料に対して風（
大気）を導くことができるようになる。
【００６１】
　次に、本実施の形態における塩害予測装置の動作（塩害予測方法）について、図１０を
用いてより詳細に説明する。
【００６２】
　まず、ステップＳ１００１で、腐食深度測定部１０５が、第２試料１０２の電気抵抗を
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測定し、ステップＳ１００２で、測定された電気抵抗の値を腐食深度に変換する。次に、
ステップＳ１００３で、腐食判定部１６２が、得られた腐食深度が閾値を超えていること
を判断する。ステップＳ１００１～ステップＳ１００３を繰り返す中で、腐食深度が閾値
を超えている場合（ステップＳ１００３のＹ）、当該腐食深度を得るもととなる電気抵抗
値が測定された時刻ＴBが腐食データ蓄積部１６１に記憶される（ステップＳ１００４）
。例えば、腐食データ蓄積部１６１には、時刻ＴBが、第２試料１０２を識別するための
識別情報とともに記憶される。
【００６３】
　また、ステップＳ１００５で、腐食深度測定部１０５が、第１試料１０１の電気抵抗を
測定し、ステップＳ１００６で、測定された電気抵抗の値を腐食深度に変換する。次に、
ステップＳ１００７で、腐食判定部１６２が、得られた腐食深度が閾値を超えていること
を判断する。ステップＳ１００５～ステップＳ１００７を繰り返す中で、腐食深度が閾値
を超えている場合（ステップＳ１００７のＹ）、当該腐食深度を得るもととなる電気抵抗
値が測定された時刻ＴAが腐食データ蓄積部１６１に記憶される（ステップＳ１００８）
。例えば、腐食データ蓄積部１６１には、時刻ＴAが、第１試料１０１を識別するための
識別情報とともに記憶される。
【００６４】
　以上のようにして、時刻ＴBおよび時刻ＴAが得られると、ステップＳ１００９で、保守
時期算定部１６３が、「ＴX＝（ＴA）

2／ＴB・・・（４）」により、実用部材の劣化時期
ＴXを算出する。この後、ステップＳ１０１０で、データ送信部１６４が、算出された劣
化時期ＴXを、例えば、測定箇所の情報と共に管理センタに送信する。このようにして、
送信された情報が管理センタで受け付けられると、管理センタで監視していた管理者が、
通知された劣化時期になる前に、対応する測定箇所における対象物の保守対策を施す（ス
テップＳ１０１１）。
【００６５】
　以上に説明した本発明によれば、屋外の電線や電柱などの金属部材の、実環境における
腐食による劣化の時期を、予測することができるので、故障発生の前に部材交換などの保
守対策を施すことができ、故障などを未然に回避することができる。
【００６６】
　なお、本発明は以上に説明した実施の形態に限定されるものではなく、本発明の技術的
思想内で、当分野において通常の知識を有する者により、多くの変形および組み合わせが
実施可能であることは明白である。例えば、上述した実施の形態では、導入部の断面形状
を円形としたが、これに限るものではなく、４角形などの多角形であってもよく、また楕
円形としてもよい。
【符号の説明】
【００６７】
　１０１…第１試料、１０２…第２試料、１０３…第１導入部、１０４…第２導入部、１
０５…腐食深度測定部、１０６…腐食予測部、１３１…第１取り込み口、１３２…第１供
給口、１４１…第２取り込み口、１４２…第２供給口。
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